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令和８年度菊陽町ＣＩＯ補佐官業務委託 仕様書 

 

菊陽町では、副町長を最高情報統括責任者（ 以下「ＣＩＯ」という。）として、

菊陽町デジタルファースト推進計画に基づき、デジタル技術を使った行政サー

ビスの再構築や組織文化の刷新など大胆な変革を行い、それを住民の生活の質

 Quality（of（Life:（QOL）の向上につなげていくための取組を実施しています。 

本業務は、ＣＩＯを補佐するＣＩＯ補佐官の業務について、自治体ＤＸに関す

る施策面での助言や技術的支援を、外部の専門組織に委託するものです。 

 

１ 件名 

 菊陽町ＣＩＯ補佐官業務委託 

 

２ 委託期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

 菊陽町役場ほか 

 

４ 委託項目 

 １）自治体ＤＸに関する施策面での助言・提案 

自治体ＤＸに関する国の動向や、ＩＣＴ分野における世界のトレンド、菊陽

町デジタルファースト推進計画の内容を踏まえ、本町の自治体ＤＸ推進に関

する提言や助言、提案を行うこと。 

また、町が検討している新たな業務環境の構築に関する多角的な視点から

のアドバイスを実施すること。 

 ２）業務改革に関する技術的支援 

現在、本町では、自治体ＤＸや働き方改革を推進するため、業務改革に取り

組んでいるところである。自治体の業務を理解し、業務フローの作成や分析を

支援して適切な助言を行うこと。 

また、その手段としての生成ＡＩやＡＩ－ＯＣＲ、ＲＰＡ、プログラムなど

に関する技術的支援を行い、庁内各課においてＢＰＲに自ら取り組む機運を

醸成すること。 

 ３）その他提案事項 

前２項に加えて、提案者が本町の自治体ＤＸ推進に資すると考える追加業

務について、提案すること。 
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５ 委託条件 

 １）勤務形態 

菊陽町役場執務室への常駐を基本とする。 

 ２）ＣＩＯ補佐官の委嘱 

業務体制は提案によるが、ＣＩＯ補佐官としての任命は１名とする。 

 ３）会議等 

年３回程度実施している菊陽町デジタルファースト推進本部会議において、

助言や支援等の説明を行うこと。 

 

６ 成果物 

 １）業務報告書 

業務月報（ 月毎 に、日付、作業者、従事内容を記載。）とともに、月毎打

合せ等のために作成した資料その他本町からの要請に応じ作成したものをま

とめ、報告書とすること。 

 ２）提案書類 

４委託項目に係る助言や支援の内容を分野ごとにまとめ、提出すること。 

 

７ 納品時期及び納品形態 

 １）６ １）に示す業務報告書については、令和９年３月３１日までに提出す

ること。 

 ２）６ ２）に示す提案書類については、業務の都度提出することとし、加え

て令和９年３月１５日までに一式をまとめて提出すること。 

 ３）成果物は、ＰＤＦ又は Microsoft（Office 形式のデータとして１部納品す

ること。 

 

８ 業務の実施体制に関する要件 

 １）受託者は、業務に従事する体制を明確にし、契約時までに体制図を町へ提

出すること 企画提案書から変更がなければ不要とする。）。 

 ２）受託者は、業務担当者を毎のとおり業務遂行させること。 

① １日当たりの勤務時間については、受託者の勤務時間の例によることが

できる。 

② 菊陽町役場以外に、受託者の事業所又は出張などにより異なる場所で業

務を実施する場合は、町との協議に基づき柔軟に対応する。 

 

９ その他 

 １）町の条例、規則等を遵守し、菊陽町デジタルファースト推進計画その他本
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町から提供する資料を踏まえ、本町の現状を把握した上で積極的に助言、支

援を行うこと。 

 ２）業務体制に変更や見直しがある場合は、随時、報告を行うこと。 

 ３） 月１回、町と受託者の定例会議を行い、業務の進捗状況の報告及び受託

者が入手した自治体ＤＸに関する最新動向の情報共有を行うこと。 

 ４）菊陽町役場において業務を履行する場合に必要な機器類は、貸与する。 

 ５）原則として再委託は認めないものとする。ただし、合理的な理由があり、

事前に文書により町の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 ６）受託者は本契約の履行に当たり、履行中に知り得た情報 個人情報を含

む。）を正当な理由なく他に開示し、又は自らの利益のために利用してはな

らない。契約終了後又は契約解除後においても同様とする。 

 ７）本業務の成果物の一切の権利は、本町に帰属し、受託者は、本業務の遂行

に必要な場合を除き、町の承諾なく成果物 未完成の成果物及び業務を行う

上で得られた記録等を含む。）を第三者に閲覧、貸与又は譲渡してはならな

い。 

 ８）本事業の実施に当たっては、本仕様書のほか個人情報保護法、労働基準法、

雇用保険法、その他関係法令等を遵守すること。 

 ９）本仕様書に定めのない事項については、町及び受託者で協議の上決定する。 


